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議
案
第
１
３
号

鳥
取
県
立
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
次
の
と
お
り
鳥
取
県
立
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第

67
号
）
第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
令
和
５
年
11
月
29
日
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
鳥
取
県
立
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
鳥
取
県
立
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
）

第
１
条
　
鳥
取
県
立
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
44
年
鳥
取
県
条
例
第
37
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
受
講
料
の
徴
収
）

第
９
条
　
略

２
　
前
項
の
受
講
料
の
額
は
、
１
時
間
に
つ
き
20
0円
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
に
高
度
な
技
能
を
習
得
す
る
た
め
に
行
う
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る

職
業
訓
練
に
係
る
受
講
料
の
額
は
、
１
時
間
に
つ
き
1,
70
0円
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
。

（
受
講
料
の
徴
収
）

第
９
条
　
略

２
　
前
項
の
受
講
料
の
額
は
、
１
時
間
に
つ
き
30
0円
と
す
る
。
た
だ
し
、

特
に
高
度
な
技
能
を
習
得
す
る
た
め
に
行
う
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る

職
業
訓
練
に
係
る
受
講
料
の
額
は
、
１
時
間
に
つ
き
1,
70
0円
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

別
表
（
第
16
条
関
係
）

手
数
料
の

種
類

開
示
の
実
施
の
方
法

手
数
料
の
額

　
略

別
表
（
第
16
条
関
係
）

手
数
料
の

種
類

開
示
の
実
施
の
方
法

手
数
料
の
額

　
略

（
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

第
２
条
　
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
令
和
４
年
鳥
取
県
条
例
第
29
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。
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写
し
の
送

付
に
係
る

手
数
料

写
し
の
交

付
に
送
付

を
伴
う
も

の

重
量
が
25
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

１
件
に
つ
き

56
0円

重
量
が
25
グ
ラ
ム
を

超
え
、
50
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

１
件
に
つ
き

60
0円

重
量
が
50
グ
ラ
ム
を

超
え
、
10
0グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

62
0円

重
量
が
10
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
15
0グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

69
0円

重
量
が
15
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
25
0グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

73
0円

重
量
が
25
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
50
0グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

87
0円

重
量
が
50
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
１
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

1,
06
0円

重
量
が
１
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
、
２
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

1,
52
0円

写
し
の
送

付
に
係
る

手
数
料

写
し
の
交

付
に
送
付

を
伴
う
も

の

重
量
が
25
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

１
件
に
つ
き

59
0円

重
量
が
25
グ
ラ
ム
を

超
え
、
50
グ
ラ
ム
以

下
の
も
の

１
件
に
つ
き

63
0円

重
量
が
50
グ
ラ
ム
を

超
え
、
10
0グ
ラ
ム

以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

65
0円

重
量
が
10
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
15
0グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

72
0円

重
量
が
15
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
25
0グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

76
0円

重
量
が
25
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
50
0グ
ラ

ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

90
0円

重
量
が
50
0グ
ラ
ム

を
超
え
、
１
キ
ロ
グ

ラ
ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

1,
09
0円

重
量
が
１
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
、
２
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

1,
55
0円
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重
量
が
２
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
、
４
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

1,
83
0円

重
量
が
２
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
、
４
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

１
件
に
つ
き

1,
86
0円

　
　
附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
の
写
し
の
送
付
に

係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鳥
取
県
個
人
情
報
保
護
条
例
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


